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(57)【要約】
本発明は、患者の皮膚にわたってプローブホルダを案内
するシステムに係る。血管等の小さな構造に対して超音
波技術を有して測定を行うことは、測定プローブと検査
されなければならない組織との間に十分に定義された空
間関係を必要とする。本発明は、皮膚にわたって制御さ
れて正確である測定プローブの動きを確実なものとする
、ことを目的とする。したがって、システム１は、プロ
ーブ４が堅固に取り付けられるプローブホルダ２を有す
るよう提案される。プローブホルダ２は、少なくとも１
つのレール５，５’に沿って可動である。レールは、患
者３の周囲、あるいは患者又は動物の身体部位７の周囲
に巻き付けられ得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の皮膚にわたってプローブホルダを案内するシステムであって：
　ａ）　プローブが堅固に取り付けられ得るプローブホルダと、
　ｂ）　前記患者の身体の少なくとも一部分の周囲に巻き付けられ得る、少なくとも１つ
の可撓レールと、
　を有し、
　ｃ）　それによってプローブホルダは、前記レール上において可動性に取付け可能であ
るか、あるいは可動性に取り付けられる、
　システム。
【請求項２】
　前記システムは、互いに対して実質的に平行に配置される少なくとも２つの可撓レール
を有し、また、
　前記プローブホルダは、前記レール間において、可動性に取付け可能であるか、あるい
は可動性に取り付けられる、
　ことを特徴とする、
　請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記プローブホルダは、前記レールに対して実質的に平行に、並びに実質的に垂直に、
可動である、ことを特徴とする、
　請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記レールは、ストラップ上へと取り付けられ、該ストラップは、前記患者、又は前記
患者の身体部位の周囲に巻き付けられ得る、ことを特徴とする、
　請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記レールに対して前記プローブホルダの位置を固定する手段を更に有する、ことを特
徴とする、
　請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記レールに沿って前記プローブホルダを動かすよう適合される作動手段を有する、こ
とを特徴とする、
　請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記患者の血管へとカニューレ又は針を挿入する穿刺システムを収容する、ことを特徴
とする、
　請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記穿刺システムは、
　ａ）　前記血管の少なくとも１つの位置を確定する位置確定手段と、
　ｂ）　前記位置確定手段の出力に応じて前記血管の穿刺位置を確定する処理手段と、
　を有する、ことを特徴とする、
　請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記穿刺システムは、
　ａ）　光源と、
　ｂ）　前記光源に関連付けられ、前記患者の前記皮膚上において前記血管の前記穿刺位
置及び前記経路を光によって示すよう適合される、投射手段と、
　を有する、ことを特徴とする、
　請求項７記載のシステム。
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【請求項１０】
　前記位置確定手段は、前記カニューレの挿入中に前記カニューレの遠位端部の位置を追
跡するよう適合され、
　前記システムは更に、前記カニューレの遠位端部の追跡に応じて前記カニューレの動き
を制御する、制御手段を有する、
　ことを特徴とする、
　請求項８記載のシステム。
【請求項１１】
　前記位置確定手段は、前記カニューレの挿入中に前記血管の前記位置及び寸法を追跡す
るよう適合され、また、前記血管のパラメータの追跡に応じて前記カニューレの動きを制
御する制御手段を更に有する、
　ことを特徴とする、
　請求項８記載のシステム。
【請求項１２】
　前記穿刺システムは、動脈と静脈とを区別する血管識別手段を有する、ことを特徴とす
る、
　請求項７記載のシステム。
【請求項１３】
　前記血管識別手段は、血流の方向を測定し、前記血管の血流特性を分析し、機械的触知
に基づき識別を実行するよう適合されるか、あるいは、前記血管における酸素含有量を測
定するよう適合される、ことを特徴とする、
　請求項１２記載の穿刺システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚の医学的診断、並びに皮膚の下方の組織及び構造の医学的診断に係り、
より特には、カニューレの分野、及び人間又は動物の脈管系へのカニューレ又は針の挿入
に係る。
【背景技術】
【０００２】
　超音波装置又は同等のものを有する皮膚、又は皮膚の下方の構造の医学的診断に対し、
測定プローブは、超音波が患者の身体を貫通し得るよう、皮膚の上方に位置付けられなけ
ればならない。続いて超音波は、血管、腎臓、又は肝臓等の画像をもたらす走査された身
体部分の二次元（２Ｄ）又は三次元（３Ｄ）画像を生成するよう、使用され得る。
【０００３】
　特には、血管等のより小さな対象の撮像が実行される（ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ）際、走査
される対象に対するプローブの動きは、より重要になる。かかる動きは、画像の効果的な
空間解像度を低減させる。しかしながら、適所においてプローブを手で動かし且つ保持す
ること、及びその位置を最適化させることは、追加的なタスクが実行されなければならな
い際には特に、困難なタスクである。
【０００４】
　かかる動きを避けるよう、多くの場合において患者は、動くことを許されず、息を止め
なければならないことすらある。しかしながら結果は、特に小さな子供の場合など患者が
依然として動きすぎる際、満足のいくものとはならない。
【０００５】
　ＵＳ　６，４７８，７４０　Ｂ２（特許文献１）は、手持ち式サテライトを有する超音
波画像診断システムを開示する。サテライトは、皮膚にわたって動き、且つ血管の位置を
特定するよう使用され得る、電動トランスデューサを有する。
【０００６】
　ＵＳ　６，５３０，８８６　Ｂ１は、超音波を有して皮下脂肪を測定する装置を開示す
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る。超音波プローブは、ベルトを用いて患者の身体に対して留められる装置上に摺動可能
に取り付けられる。
【特許文献１】ＵＳ　６，４７８，７４０　Ｂ２
【特許文献２】ＵＳ　６，５３０，８８６　Ｂ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、先行技術の上述された問題を回避すること、並びに、患者の皮膚にわたって
プローブを案内し、プローブの動きを大変正確に制御し得るシステムを与えること、を目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、独立請求項の特性によって解決される。本発明の更なる実施例は、従属請
求項の特性によって説明される。請求項中の参照符号が本発明の範囲を制限するものとし
て解釈されるべきではない、ことは協調されるべきである。
【０００９】
　当該システムは、プログラムが堅固に取り付けられ得るプローブホルダを有する。更に
は、少なくとも１つの可撓レールは、該レールは、患者の周囲に、あるいは患者の身体の
部分の周囲に巻き付けられ得るよう、使用され得る。プローブホルダは、該レール上に可
動性に取り付けられるか、あるいは可動性に取付け可能である。
【００１０】
　本明細書中に使用される「患者」という語は、人間並びに動物も含有するよう理解され
るべきである。
【００１１】
　プローブは、ねじ、スナップ式取付け、又は同等のもの等である従来通りの固定手段（
ｆａｓｔｅｎｉｎｇ　ｍｅａｎｓ）によってプローブホルダに対して固定され得る。この
ようにして、固定された空間関係は、プローブホルダとプローブとの間において存在する
。レールは、患者の周囲に巻き付けられ、続いて患者に対してしっかりと取付けられる。
更には、少なくとも１つのレールに対するプローブホルダの取付けにより、患者の身体に
対するプローブの所望されない動きはなくなる。プローブホルダがレールに可動性に取り
付けられるか、あるいは可動性に取付け可能であるため、レールに沿った正確な動きは、
プログラムの最適な位置を探すことが可能である。
【００１２】
　前述された解決法は、手動、半自動、又は自動のいずれかによるプローブホルダ、及び
プログラムの正確な動きを可能にする。この精度を更に高めるよう、プローブホルダの位
置は、レールに対して固定され得る。この固定に先立ち、患者の身体に対するレール野市
は、プローブの測定位置を最適化するよう、容易に変更され得る。
【００１３】
　最も単純な場合において、プローブホルダは、少なくとも１つのレール上に可動性に取
り付けられるか、あるいは可動性に取付け可能である単なる板であり、プローブホルダは
、レールに沿って容易に移動し得る。
【００１４】
　少なくとも１つのレールは、可撓性材料を有し、患者の周囲に、あるいは患者の身体器
官の周囲に巻き付けられ得る。故に、レールは、脚、手、腕、又は身体の他の部位の周囲
に巻き付けられ得る。
【００１５】
　プローブホルダは、例えば凹部を用いて、レールの上方部分の少なくとも一部を収容し
得る。凹部の付近におけるホルダの材料が剛性である場合、レールの端部は、凹部へと挿
入され得る。材料が弾性である場合、追加的な可能性は、プローブホルダをレール上へと
クリック留め（ｃｌｉｃｋｉｎｇ）することにある。レールは続いて、プローブホルダの
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凹部へとスナップ留め（ｓｎａｐｓ）し、プローブホルダとレールとの間において可動性
の関係を確立する。
【００１６】
　望ましい一実施例では、当該システムは、互いに対して実質的に平行に配置される少な
くとも２つの可撓レールを有し、プローブは、該レール間において可動性に取り付けられ
る。このことは、システムがより確実に身体部位に対して取り付けられる、という利点を
与える。特には、レールに対して垂直である軸の周囲のプローブホルダの回転運動は、こ
の選択によって防止される。更には、２つのレールを有する解決法は、レール上の剪断力
、及び／又は、レールを格納する上述された凹部上の剪断力を最小限に抑えるため、より
大きなプローブが、プローブホルダに対してより確実に取り付けられ得る。
【００１７】
　更なる一実施例では、レールは、患者に対して取付け可能であるストラップ上へと取り
付けられる。かかる目的に対して、ストラップは、ポリマ等である可撓性材料を有して作
られ、可撓ストラップは、患者又は動物の周囲に、あるいは患者の身体部位の周囲に巻き
付けられ得る。単一のストラップが複数の部分の代わりに身体部位に対して取り付けられ
なければならないため、ストラップは、２つ又はそれより多いレールを有するシステムの
装着を容易にし、且つ迅速化する。更には、ストラップの着用は、単一のレールを着用す
るより便利である。故にストラップは、システムの使用をより便利に且つ迅速にし得る。
【００１８】
　更なる一実施例では、プローブホルダは、少なくとも１つのレールに対して実質的に平
行に、並びに実質的に垂直に、可動である。上述された通り、プローブホルダは、レール
の上方部分を収容する凹部を有し得るため、レールに沿って動き得る。更には、レール自
体は、レールに対して実質的に垂直な方向において可動であり得る。この目的に対して、
少なくとも１つのレールは、例えば板上にレールを取り付けることによって、ストラップ
上に摺動可能に取り付けられ得、板は、第１のレールの向きに対して垂直である向きを示
す第２のレール上に取り付けられる。この実施例は、皮膚にわたるプローブの二次元運動
を可能にする。
【００１９】
　更なる一実施例では、ストラップは、ベルクロファスナ（面ファスナ）を有する。ベル
クロファスナは、強度を有する長さ（ｌｅｎｇｔｈ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）
を調整する役割をなし、ストラップが身体部位に対してしっかりと適合することを確実な
ものとする。更には、異なる身体の大きさ、及び身体の異なる部位に対して必要とされる
異なるストラップ寸法を補正することは、可能である。しかしながら後者の場合、異なる
身体の部位に対する異なるストラップは、望ましい。
【００２０】
　更なる一実施例では、システムは、少なくとも１つのレールに対するプローブホルダの
位置を固定する手段を有する。該固定手段は、ブレーキとしてレールに対して押しつけら
れる要素であり得る。プローブが既に測定を実行するよう最適な位置にある際、皮膚に対
するプローブの位置は、上述されたブレーキを有して固定される。固定手段は、位置が手
動で固定される必要が無く、手を使わない操作を可能にし、システムを使用する医療従事
者が他のタスクを便利に実行し得るようにする、という利点を有する。
【００２１】
　本発明の他の態様では、システムは、患者の血管へとカニューレ又は針を挿入する穿刺
システムを収容する。プローブホルダは続いて、この目的に対して適合されるプローブを
有する一方、プローブは、近赤外撮像、光干渉断層計、光音響撮像等の技術、又は超音波
技術を適用する。更には、ドップラー信号に基づく技術が使用され得、例えばドップラー
超音波、又はドップラー光干渉断層計である。また、ドップラーに基づく信号取得技術と
撮像に基づく信号取得との組合せは、実施され得る。
【００２２】
　前述された穿刺システムと協働する案内システムの一実施例は、採血、輸液、カテーテ
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ル挿入、透析の用途又は同等のものを行う可能性を与える。このシステムを有さない操作
と比較すると、かかるタスクは、患者に対する強化された安全性、及び血管が実際に刺さ
れる更なる可能性を有して実行され得る。このことは、経験の少ない医療従事者の場合に
おいて特に当てはまる。結果として、この群の人間は、低減されたコストにおいてかかる
タスクを実行するよう指名され得る。更には、強化された安全性及び快適性により、患者
は、システムを自宅で使用することが可能となり、適切な血管パラメータ分析ツールを共
に有してより頻繁な測定を可能にする。
【００２３】
　上述されたタスクのうちの１つを実行する際、穿刺システムは、操作者に手動、半自動
、又は自動で作業させ得る。
【００２４】
　本発明の他の実施例では、システムは、患者の皮膚にわたってプローブホルダを動かす
よう適合される作動手段を有する。これは特に、穿刺システムの出力に応じて行われる。
続いて動作は、レールに対して平行及び／又は垂直な方向において可能である。このよう
にしてシステムは、プローブによって測定に対して最適な位置を自発的に確定すること、
並びに、カニューレの挿入に対して最適な位置を確定することができる。これは、操作者
に対してより高度な自動化及び高められた快適性を与える。
【００２５】
　他の実施例では、穿刺システムは、血管の少なくとも１つの位置を確定する位置確定手
段、及び、位置確定手段の出力に応じて血管の穿刺位置を確定する処理手段を有する。位
置確定手段は、上述されたプローブを使用することによって測定を実行し、それに応じて
計算構成要素及びソフトウェア等である処理手段は、測定値を分析する。処理手段は、例
えば血管を示す２Ｄ画像又は３Ｄ画像として、スクリュー上において結果を視覚化し得る
。
【００２６】
　典型的には、位置確定手段は、血管の複数の幾何学的データを与えるよう適合される。
これは、血管直径、血管寸法、並びに皮膚下の深さ等のパラメータの確定を可能にする。
更には、質確定手段は、血管経路の確定を効果的に与える。血管のかかる幾何学的情報及
び位置情報の効果的な使用は、最終的には血管壁の損傷の危険性を最小限に抑え得る高い
精度及び信頼性を有する最適な穿刺位置の確定を可能にする。その結果として、出血、血
腫（ｈａｅｍａｔｏｍａ）、又は炎症の生成又は重症度は、最小限に抑えられ得る。また
、得られる血管の幾何学的及び位置データの効果的な使用によって、針又はカニューレの
複数回にわたって挿入を試みることは避けられ得る。これは、針又はカニューレの挿入に
先立つ信頼性及び精度の高い血管の検分により、一度の試みで針又はカニューレが脈管系
へと正確に挿入又は導入され得ることが保証されるためである。特には、緊急時において
、この案内される穿刺が全体的に手動のカニューレ挿入と比較して大変有利である、こと
は明らかである。
【００２７】
　システムが上述された穿刺システムを具備される際、この穿刺システムは、抗原、及び
抗原に関連付けられる投射手段を有し得る。この場合、投射手段は、光によって患者の皮
膚上において、穿刺位置及び血管の経路を示すよう適合される。皮膚上へのカニューレの
位置付け及び位置付け後のカニューレの位置合わせが光によって案内されるため、この実
施例は、手動又は半自動カニューレ挿入の場合に有用である。
【００２８】
　一例として、穿刺位置は、十字又は他の形状によって印を付けられ得、血管の経路は、
矢印又は線によって視覚化され得る。更には、皮膚に対するカニューレの角度もまた示さ
れ得る。投射手段は、光源によって放射される光を反射するチルト可能な鏡を有し得る。
光は、レーザポインタ等のレーザ光、あるいは発光ダイオードの光であり得る。緑色光は
、全ての種類の皮膚、即ち明色の皮膚及び暗色の皮膚の上で容易に可視であるため、光は
、望ましくは緑色光である。
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【００２９】
　本発明の更なる一実施例によれば、位置確定手段は更に、針又はカニューレの挿入中に
針又はカニューレの遠位端部の位置を追跡するよう適合される。穿刺システムは更に、針
又はカニューレの遠位端部の追跡に応じて針又はカニューレの動きを制御する制御手段を
有する。このようにして、穿刺システムは、フィードバックを与えられ、針又はカニュー
レの遠位端部が正しく挿入されているか否かを監視及び確認し得る。この機能性は、穿刺
システムの安全機構を効果的に表わし、血管の正確な検分にも関わらずカニューレが不正
確に導入され、患者の健康に重大な結果を及ぼし得ることを避ける役割をなす。
【００３０】
　典型的には、位置確定手段は、血管の経路及び位置確定並びに針又はカニューレの遠位
端部の追跡を、カニューレ導入が所定のパス又はスケジュールからずれる場合に素早く反
応し得る十分な反復率において与える。また、位置確定手段は、針又はカニューレの遠位
端部が人間の脈管系へと正確に挿入されているか否かを確認し得る。よって、位置確定手
段は、針又はカニューレ挿入中に制御機構を与えるだけではなく、血管挿入が完了した後
に針又はカニューレの最終位置を確認することも可能にする。
【００３１】
　針又はカニューレの遠位端部を追跡する代わりに、挿入中に血管の位置、寸法、又は動
きを監視及び追随することも可能である。原理上、これは、十分な情報を与えるべきであ
り、多少より単純な解決法である。針又はカニューレが達しなければならない場所が既知
である場合、並びに挿入パラメータが確定されている場合、血管の位置及び寸法は、挿入
中に監視され得る。しかしながら、挿入は、血管が適所に留まらない場合には失敗する。
【００３２】
　血管識別手段は、血管が動脈であるか、あるいは静脈であるかを識別するよう適合され
る。多くの用途が正しい血管の種類の穿刺を求めるため、この追加的な機能性を有してカ
ニューレ挿入システムは、使用がより安全となる。このことは、経験の少ない医療従事者
がカニューレ挿入システムを使用することを可能にし、一態様においては高価な保険制度
（ｈｅａｌｔｈ　ｓｙｓｔｅｍ）において費用を節約する。更には、医学的知識を有さな
い患者が医療従事者の監督の下でカニューレ挿入システムを使用することは、想到され得
る。よって採血等の手順は、特に容易になる。
【００３３】
　血管の種類を識別する第１の可能性は、撮像を有する又は有さない、特には超音波又は
光学ドップラーシステムを有する従来のドップラー技術を適用すること、を有する。この
場合、超音波又は光信号は、血管を有する組織に対して結合され、続いて、血管において
粒子によって吸収される。超音波又は光学エネルギは続いて、粒子によって放射され、ド
ップラー信号としてセンサによって検出される。センサから離れて流れる血液は、超音波
、又は、組織に対して結合される光学波（ｏｐｔｉｃａｌ　ｗａｖｅ）より低い周波数を
有する光学波を放出する。動脈における血液は心臓から離れて流れ、静脈における血流は
心臓に向かって流れるため、ドップラー信号は、動脈と静脈を区別する血流の方向をもた
らす。この血流の方向は、色によってマークされ得る。血流の方向は、赤色又は青色を割
り当てられ得、超音波トランスデューサ又は光学プローブに向かう流れ、又はそれらから
離れる流れを示す。この技術がカラードップラー（超音波）技術と称されるのは、ことの
ためである。
【００３４】
　第１の可能性に類似する第２の可能性は、時間に応じてドップラー信号の周波数偏移を
確定することである。結果は、時間に応じて血流を算出するよう使用され得る。動脈にお
ける流れは、時間において比較的一定であり、静脈における流れは、事実上脈動し（ｐｕ
ｌｓａｔｉｎｇ　ｉｎ　ｎａｔｕｒｅ）、脈動の数は心拍数を表わす。故に、血流の脈動
又は非脈動の性質は、動脈を静脈と区別するよう使用され得る。
【００３５】
　第３の可能性は、機械的触知（ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｐａｌｐａｔｉｏｎ）を実行す
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ることである。血管を有する組織が機械的圧力を受ける場合、静脈はつぶれる傾向を有し
、動脈は、異なる血管壁の特徴により、つぶれない。故に、機械的圧力に対する静脈及び
動脈の異なる反応は、動脈と静脈を区別するよう使用され得る。機械的触知は、皮膚上へ
と撮像プローブを押し、対応する信号に続くことによって実行され得る。
【００３６】
　動脈を静脈と区別する第４の可能性は、吸収技術によって測定され得る血中の酸素含有
量を確立することである。第１の段階において、血管は、静脈において見つけられる低酸
素血液によって十分に吸収される第１の波長を有する光を受ける。第２の段階において、
血管は、動脈中に見られる高酸素血液によって十分に吸収される第２の波長を有する光を
受ける。故に、２つの波長の吸収を測定及び分析することは、動脈と静脈を区別すること
を可能にする。
【００３７】
　更に望ましい一実施例によれば、針又はカニューレは、採血、及び／又は薬剤投入、及
び／又は輸血、及び／又はカテーテル挿入、及び／又は透析に対して適用可能である。故
に本発明は、人の脈管系への針又はカニューレの挿入を求める多種の異なる医学的目的に
広く適用され得る。針又はカニューレを固定する夫々のカニューレ挿入手段は、典型的に
は、モジュラーコンセプトを利用することによって実現され、複数の異なる目的に対して
針又はカニューレ挿入システムを素早く安全に適合させ得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本発明のこれらの及び他の態様は、以下に記載される実施例を参照して明らかに説明さ
れる。
【００３９】
　図１は、本発明に従った案内システム１を示す。システム１は、患者３の腕７の周囲に
巻き付けられる。該システムは、ストラップ８を有し、該ストラップは、矩形であり、幅
１５ｃｍ、及びベルクロファスナ１０を用いて調整可能である長さを有する。ベルクロフ
ァスナ１０の適切な使用により、ストラップ８は、患者３の腕に対してきつくフィットす
ることを確実にされ得る。
【００４０】
　２つの可撓レール５，５’は、ストラップ８の上部上に位置決めされる。
【００４１】
　レール５，５’は、ポリプロピレン等を有して作られ、平行な構造において約７ｃｍ間
隔を離される。プローブホルダ２は、レール５，５’間において取り付けられ、プローブ
４を有する。プローブ４は、プローブホルダ２上へとねじ留めされる。プローブホルダ２
は、矢印２４及び２４’によって示される通り、レール５，５’に対して平行に移動し得
る。第１のレール５，５’は、第２のレール６，６’上に可動性に取り付けられる一方、
レール６，６’の配置は、レール５，５’の配置に対して垂直である。結果として、プロ
ーブホルダ２は、第１のレール５，５’に対して平行に、並びに垂直に可動である。図１
中の実施例において２つの平行なレールの選択は、確実にシステムがぐらつかないように
し、また、レールの周囲におけるプローブホルダの回転を効果的に確実に防ぐようにする
。更には、このプローブホルダの安定的な取付けにより、プローブホルダに対してより重
く、及び／又はより大きなプローブを取り付けることを可能となる。
【００４２】
　図１に従うシステムは、患者に対して容易に取り付けられ、ベルクロファスナ１０は、
取り付けられる患者又は身体部位の寸法にしたがって、ストラップ８の長さを個別に調節
し得る。更には、方向２４，２４’及び２５，２５’において夫々、プローブ２の大変正
確な動きが可能となる。この精度を更に強化するよう、プローブホルダは、レールに対し
て固定され得る。この固定に先立ち、レールの位置は、プローブの測定位置を最適にする
よう、容易に変更され得る。
【００４３】



(9) JP 2008-545502 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

　患者の腕７に対するプローブホルダ２の取付けは、図２中に示される。プローブホルダ
２は、ストラップ８上に置かれ、簡明にするようレールは図示されない。プローブ４は、
プローブホルダ２の上部上にあり、動脈２２又は静脈２３等である血管を見つけるようス
キャンする。以下により詳細に説明される通り、血管識別手段２１は、静脈と動脈との間
を区別する役割を果たす。更には、血管識別手段２１はまた、動脈２２又は静脈２３への
カニューレ１１７の遠位端部１９の動きを監視及び／又は案内するよう、適合される。
【００４４】
　図３は、プローブホルダ２をより詳細に示す。プローブホルダ２は、基本的には、レー
ル５，５’が挿入され得るところである長手方向の凹部２６，２６’を有する矩形の板を
有する。レールに対する板の動きは、作動手段１３が歯を有する歯車（図示せず）を有す
るよう確立され得る。該歯は、板が長方形の開口を有するため、レールの対応する開口と
係合する。作動手段１３はまた、レールにおけるプローブホルダ２の安全な位置を確実な
ものとする手段９を有する。
【００４５】
　同一のアプローチは、図４中に使用される。図中、プローブホルダ２は、第１の方向に
おいて実質的に平行であるレールの第１の組を収容する凹部２６，２６’を有する。更に
は、プローブホルダ２は、両方向矢印によって示される通り、凹部２６，２６’と比較し
て高さオフセットＯを有して配置される追加的な凹部２６’’及び２６’’’を有する。
かかる追加的な凹部２６’’，２６’’’は、第１の方向に対して垂直である第２の方向
において実質的に平行なレールの第２の組を収容する役割を果たす。２つの方向における
動きは、凹部２６，２６’によって収容されるレール５，５’（図示せず）に沿ったプロ
ーブホルダ２のグライディング（ｇｌｉｄｉｎｇ）によって、及び／又は、凹部２６’’
，２６’’’によって収容されるレール６，６’（図示せず）に沿ったグライディングに
よって、達成される。
【００４６】
　図５は、プローブホルダ２上に取付け可能である穿刺システム１００の概略的ブロック
図であり、簡明にするようプローブホルダ２は図示されない。穿刺システム１００は、取
得モジュール１０８、検出システム１１０、制御ユニット１１２、カニューレ制御１１４
、及びカニューレマウント１１６を有する。カニューレ１１７自体は、カニューレマウン
ト１１６に対して堅固に取り付けられ得る。カニューレ取り付け１１６は、カニューレを
固定する固定手段、及びカニューレ制御ユニット１１４によって制御される通りカニュー
レ１１７を動かし且つ位置合わせする手段に相当する。カニューレ１１７及びカニューレ
マウント１１６は、挿入方向１２０、及び皮膚１０４の表面に対して実質的に平行である
方向１１８に沿って動かされ得る。原理上、方向１１９は、皮膚表面に対して平行である
平面における方向であり得る。典型的には、カニューレ１１７及びカニューレマウント１
１６は、３つの全空間方向においてカニューレ制御１１４を用いて可動性である。また、
挿入方向１２０と皮膚１０４の表面との間の角度α１１９は、検出システム１１０及び制
御ユニット１１２を用いて確定されるよう、カニューレ制御１１４を用いて任意に修正さ
れ得る。
【００４７】
　図６は、人間の皮膚１０４の断面図を用いる人間に対する穿刺システムの適用を示す。
組織１０６に囲まれる血管１０２は、皮膚１０４の表面の下方にある。穿刺システム１０
０がプローブホルダ２上に取り付けられる際、穿刺システムは、人間の皮膚１０４の上方
にある。取得モジュール１０８は、組織１０６及び血管１０２から光学、音響光学、又は
音響データを取得するよう適合され、血管の位置、血管の直径、血管の寸法、皮膚１０４
の表面下の深さ、血管の形状、血流、又は同様のパラメータ等である、少なくとも１つの
血管パラメータを分類し得る。
【００４８】
　望ましくは、取得モジュール１０８は、超音波、近赤外撮像、光干渉断層計、ドップラ
ー超音波、ドップラー光干渉断層計、又は光音響技術を用いて実現され、血管１０２の識
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別を与える信号を生成し得る。取得モジュール１０８によって取得された信号は、検出シ
ステム１１０に対して適用され、同様にして血管１０２の信号を生成する。故に、検出シ
ステム１１０及び取得モジュール１０８は、検出システム１１０が取得モジュール１０８
から取得した信号の信号処理を実行するよう適切であるという意味において、協働される
。光学、光音響、又は超音波検出を利用して、血管１０２は、皮膚１０４の表面の下方の
相当な深さにおいても正確に位置決めされ得る。更には、又はあるいは、ドップラー超音
波技術等を有するドップラー技術も適用され得、血管１０２における血流等の検出を可能
にする。また、ドップラー光干渉断層計は、相応して適用され得る。
【００４９】
　位置データ、幾何学的データ、及び血管１０２の経路に関するデータの取得はまた、血
管を撮像することなく得られ得る。したがって、撮像システム１１０は、必ずしも視覚的
画像を与える必要はない。その代わりに、撮像システム１１０は、取得モジュール１０８
によって取得される信号から血管パラメータを直接抽出することができ得る。故に、血管
パラメータの抽出は、検出システム１１０を用いて、あるいは制御ユニット１１２によっ
て、行われ得る。
【００５０】
　制御ユニット１１２は、検出システム１１０から得られるデータを処理することができ
る処理ユニットを有する。検出システム１１０によって与えられるデータの種類に依存し
て、制御ユニット１１２の処理ユニットは、血管１０２の信号から所望される血管パラメ
ータを抽出するよう、血管パラメータを更に処理し得る。更には、制御ユニット１１２は
、穿刺位置の近くにおける組織が穿刺に対して適切であるか否かを確認するよう、組織分
析を実行することができる。
【００５１】
　制御ユニット１１２は、カニューレ１１７の挿入に対して理想的に適している血管１０
２の穿刺位置を見つけ且つ確定するよう、血管パラメータを処理する役割を果たす。基本
的な実施例では、この穿刺位置は、血管１０２の位置及び経路に対して確定され得る。よ
り高度な実施は更に、意図される穿刺位置の付近における血管形状、並びに、血管形状及
び皮膚１０４の表面下の深さからなる。
【００５２】
　典型的には、穿刺位置は、全ての種類の血管パラメータを考慮した最適な手順の結果と
して確定され得る。例えば、制御ユニット１１２の処理ユニットを用いて典型的に実行さ
れる最適化手順は、穿刺位置が血管１０２の分岐又は接合部の付近にあってはならない、
ことを明記し得る。更には、穿刺位置は、血管１０２の特定の直径を求め得る。また、穿
刺位置は、皮膚１０４の表面の下方の血管１０２の可能な最小深さに対して確定され得る
。更には、制御ユニットはまた、挿入方向１２０を確定し得、カニューレ１１７が皮膚１
０４及び組織１０６へと導入されなければならない角度α１１９を特定する。
【００５３】
　穿刺位置を確定して、制御ユニット１１２は更に、カニューレ１１７に対する挿入位置
を特製するよう適合される。図６から派生され得る通り、挿入位置は、カニューレ１１７
の位置、並びに配置又は方向を特定する。遠位端部を有して所定の穿刺位置において血管
に衝突するよう、該挿入位置からカニューレ１１７は、挿入方向、即ちカニューレの長手
方向に一致する方向に沿って、偏位されなければならない。
【００５４】
　穿刺位置を特定した後、組織分析手段は、挿入位置１２６と囲む組織１０６が穿刺に適
しているか否かを確認する。選択的には、逆の順序が選択され、第１の段階において皮膚
表面が分析され、これがＯＫである場合は血管が確定される。組織分析手段は、別個の手
段であり得るか、あるいは制御ユニット１１２の追加的な機能性として与えられる。後者
の場合に対して、制御ユニット１１２のファームウェアは、適宜に捕捉されなければなら
ない。制御ユニット１１２は続いて、穿刺位置１２４の測定を与えるよう適合される検出
システム１１０の出力を分析する必要がある。
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【００５５】
　カニューレ挿入は、穿刺位置１２４及び挿入位置１２６を確定した後に開始する。該開
始は、操作者によってトリガされるか、あるいは穿刺システムによって自発的に決定され
る。カニューレ１１７が血管１０２に向かって進み次第、取得モジュール１０８はまた、
カニューレ１１７の遠位端部の位置データを取得する。特には、カニューレ１１７が既に
皮膚１０４を貫通した際、その遠位端部の検出は、皮膚を介するカニューレ１１７の動き
を制御し得る。取得モジュール１０８がカニューレ１１７の遠位端部が血管１０２に適切
に衝突していないと検出するとすぐに、カニューレ挿入の工程全体は中断され得、カニュ
ーレ１１７は引き出され得る。このようにして、血管関連のデータ及びカニューレ１１７
の遠位端部の位置データの同時取得は、自発的に穿刺システムに対するフィードバック及
び安全性機構を効果的に実現することを可能にする。
【００５６】
　針又はカニューレの端部１２２を追跡する代わりに、挿入中に血管１０２の位置又は動
きを監視及び追跡することは、可能であり、前述されたものより更に単純な解決法である
。針又はカニューレ１１７が達しなければならない場所が既知である場合、及び挿入パラ
メータが確定されている場合、血管１０２の位置は、挿入中に監視される。しかしながら
、挿入は、血管が動く場合には失敗する。
【００５７】
　特定の利点は、プローブホルダ２が図３と比較して、作動手段１３を収容するという事
実、及び、前述された穿刺システム１００がそれと協働するという事実に由来する。作動
手段は、穿刺システム１００の出力に応じて動作するよう適合され、穿刺システム１００
は、自動血管探知器及び穿刺位置探知器となる。
【００５８】
　図６から導かれ得る通り、穿刺システム１００は、レーザ１７及び投射手段１８を有す
る。該投射手段は、チルト可能な鏡を有し、穿刺位置１２４上へと光を投射する。これは
、医師をカニューレ１１７を患者の身体へと正確に挿入する場所に視覚的に案内するため
、医師にとって役立つものである。
【００５９】
　更には、穿刺システムは、取得モジュール１９８と同一である血管識別手段を有する。
即ち、取得モジュール１０８は、血管が動脈２２であるか、あるいは静脈２３であるかを
区別するよう適合される。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】患者の腕に対して取り付けられる案内システムを図示する。
【図２】患者の腕に対して取り付けられる案内システムの側面図である。
【図３】一方向における動きを可能にするプローブホルダを図示する。
【図４】二方向における動きを可能にする第２のプローブホルダを図示する。
【図５】本発明の穿刺システムの概略的ブロック図である。
【図６】穿刺位置、及び、穿刺システムによって確定される挿入位置を概略的に図示する
。
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